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 ナミビアでは、就学者妊娠の予防・管理政策が制定されたものの、期待された効果を生

んでいない。本論文は、この現状を踏まえて、政策効果の阻害要因について総合的に分析

したものである。フィールドワークを通じて政策阻害要因を洗い出し、数多ある阻害要因

を 1）政策設計、2）政策実施過程、3）政策をめぐる社会環境、という３つの側面に整理し

て問題を摘出した。さらに、先行研究で見落とされがちだった重要な点として、ステーク

ホルダー（行政、学校、家族、就学者）相互の関与不足、そして諸制度の脆弱性を指摘し

た。  

以下、論文の内容概略を紹介する。第 1 章では、問題の所在と本論文の問い、独自性を

説明する。就学者の妊娠は世界的な問題だが、特にアフリカ諸国では女子の就学率を顕著

に低下させる深刻な要因となっている。ナミビアではこの問題に対処するため 2013 年に

「就学者妊娠の予防と管理に関する教育セクター政策」（ESPPMLP）を制定し、それに即

した実践を各学校で行うよう指導してきた。しかしながら同国では、ESPPMLP 制定後も、

依然として女子学生の妊娠率と学校中退率の高さに苦しんでいる。本研究は、なぜ

ESPPMLP が期待した成果を出すことができないのかという問題意識から、政策の実施を阻

む要因の解明を目的とする。先行研究において、この問題は部分的かつアドホックに扱わ

れる傾向にあった。しかし、本研究では文献調査に加えて地方の公立学校における  

ESPPMLP 実施時の課題を調査し、1）政策設計、2）政策実施過程、3）政策をめぐる社会

環境という  3 つの側面からシステマティックな検討を通じて阻害要因を解明する。  

 第 2 章では、主としてサハラ以南アフリカ諸国を対象として、就学者妊娠に関する先行

研究を整理する。政策に関する先行研究の論点を整理すると、1）政策設計、2）政策執行

過程、3）政策をめぐる社会環境、という 3 つの側面が浮かび上がる。先行研究の主要な論

点を見ると、政策設計に関しては、明確なガイドラインや評価基準の不足やデータに基づ

く議論の不足が指摘される一方、政治的リーダーシップのコミットメントやアドボカシー

の重要性が強調されてきた。政策執行過程に関しては、政策執行力が弱いこと、資源不足、



外国援助への依存、ステークホルダー・エンゲージメントの不十分さなどが論じられてき

た。社会環境に関しては、ジェンダー暴力の側面、貧困、スティグマと差別、アルコール

・薬物の影響などが指摘されてきた。  

第 3 章では、本論文の研究方法について説明する。本研究では定性的手法を適用し、ナ

ミビア農村部で実施したフィールドワークにおいて、主に教師、十代の学生、その親、NGO 

スタッフなど  113 名を対象とするインタビューを実施した。調査対象校の選定にあたって

は、サンプリングの方法を工夫し、3 学年度  (2017 ～  2019 年 ) における学生の妊娠と学

校中退が一貫して高い学校を選択した。データは、個別インタビュー、フォーカスグルー

プディスカッション、書面メモを通じて収集した。そのうえで、政策分析を含む文献研究

と併せて阻害要因を分析した。第 4 章から第 6 章では、ナミビアに関する文献とフィール

ドワークで得られたデータを用いて、第 2 章の先行研究整理から得られた 3 つの側面に即

してナミビアの状況を整理する。  

第 4 章では、政策設計を扱う。政策設計に関する調査から、ESPPMLP は妊娠女子学生の

復学を優先する柔軟な政策であり、学生が出産後に学校に戻ることができるよう設計され

ていることがわかった。ESPPMLP は、ナミビアの国家開発アジェンダや重点政策と一致す

る内容を持ち、強い政治的バックアップを受けている。一方で、測定可能な目標や明確な

実施ガイドラインの不在という欠点がある。モニタリングと評価メカニズムは不十分で、

実用的なモニタリングツールは存在していない。  

第 5 章では、政策実施の観点から課題を整理する。データからは、政策執行力の弱さ、

政策資源・制度に関する能力不足、政策に関する情報不足などの問題が摘出された。学校

教員と就学者の家族とのコミュニケーション不足から、就学者妊娠の情報が伝わらない、

適切な政策がとられないといった事例が観察された。予算不足はごく一般的に観察され、

ドナーの資金に依存する問題点も無視できない。教員や家族に ESPPMLP に関する知識が

乏しいという実態も観察された。特に、政策担当者、教師、保護者、コミュニティ・リー

ダーなど関係者間の協力欠如やコミュニケーション不足がもたらす問題点が指摘された。  

第 6 章は、政策をめぐる社会環境に関するデータを整理する。社会的要因として重要な

のは、就学者妊娠の問題がジェンダー暴力の一形態だという実態で、教員や地元コミュニ

ティの年配男性が加害者になっている。妊娠した女子学生をめぐるスティグマと差別も、

政策実施の重要な阻害要因である。また、学校近くに男たちが集まる酒場があることや、

隣国からやって来る移民労働者の存在も、性暴力を促す要因になっている。総じて、妊娠

中・出産後の学生に対する社会的サポートが欠如していることも、深刻な阻害要因のひと

つである。  

第 7 章では、これまで整理してきた ESPPMLP の問題点を、情報 -動機 -行動スキル  (IMB) 

モデルに当てはめて分析した結果、情報の不十分さによって政策が阻害されている事実が

判明した。資源不足やスティグマといった問題は動機を失わせ、政策への積極的関与を妨



げる。年長者が若年女性を性的対象と考える文化や女子学生の妊娠や学校放棄に無関心な

コミュニティの態度など、不適切な行動が ESPPMLP の実施を妨げている。これらは、先行

研究が指摘してきた課題ともおおむね重なる。  

第 8 章は結論である。結論では、 IMB モデルを評価しつつも、それが 2 つの点で課題を

捉え切れていないと主張する。第 1 に、ステークホルダー（行政、学校、家族、就学者）

相互の関与不足である。ESPPMLP で意図した政策目的が阻害されるのは、これらのステー

クホルダー間に相互の関与不足や不信が存在するからである。逆に言えば、ステークホル

ダー間の協力が進めば、政策執行は強化、促進されるだろう。第 2 に、諸制度の脆弱性で

ある。地方行政や学校をはじめとする政策執行のために ESPPMLP で想定された諸制度は

いずれも脆弱であり、そのために紙の上で想定された機能と実際のそれとの間にギャップ

が生まれる。個々の制度強化が、政策執行能力の強化に繋がるであろう。  

＊  

 ドロシア・ナンガリ・エトゥエテ・シニンガヤムウェ（以下、エトゥエテ）氏の博士論

文に対する審査および最終試験は、2024 年 7 月 23 日（火）午後 2 時より、研究講義棟３

階の３２９教室で開催された。審査員の他に 10 名ほどの聴衆（共同サステイナビリティ研

究専攻など博士課程の学生や客員研究員）が参加し、質疑を含め全て英語で行われた。  

 審査員から、提出された博士論文が事前審査時のドラフトに比べて大幅に改稿され、分

析枠組みが明瞭になったことを評価する声が複数上がった。特に、フィールドワークの手

法やそこで得られた情報については、審査員から総じて高い評価を得た。就学者妊娠とい

うセンシティブなテーマを扱いながら、プライバシーに配慮した調査を行って、当事者の

声をうまく掬い上げている。現地語能力を活かすだけでなく、調査手法もよく工夫されて

いると評価された。  

 政策設計、政策執行過程、政策をめぐる社会環境という３つの側面に関しては、これに

よって問題がクリアに整理されたという評価があった一方、３側面の導出の仕方や社会環

境と政策との関係について踏み込んだ説明があってよいとのアドバイスがなされた。  

 IMB モデルに関しては、そもそも心理的アプローチを用いて個人の健康行動を促すため

のモデルなので、それによって政策プログラムを分析することは妥当性を欠くという指摘

がなされた。現在の第 7 章では、3 側面から整理された課題や問題点を IMB モデルによっ

て再度分析しているが、この分析は妥当性を欠き、不要であるとの指摘であった。  

 こうした指摘に対して、エトゥエテ氏は改稿の余地があることを認めつつ、丁寧にかつ

真摯に対応した。審査会のコメントに対応し、 IMB モデルに関する部分を中心に改稿し、

最終提出版を作成することで合意した。一方で審査委員会は、エトゥエテ氏の論文が、総

じて博士論文の水準を十分に満たすものであることを一致して認めた。以上の議論を踏ま

え、審査委員は全員一致で、エトゥエテ氏の博士論文審査及び最終試験を合格と判断した。  

以 上 。  


